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恵まれた自然を大切にし、美しいまちをつくります
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と　き／４月24日㈰　9時～15時
ところ／深良小学校グラウンドほか
�※�雨天の場合は仮装行列を中止し、会場を深良小学
校と深良コミセンに変更します。
◎�駐車場が少ないため公共交通を利用するか、徒歩
での来場をお願いします。

【イベントスケジュール】　　　　　　　　　　　　　
　	９：00	 仮装行列震橋出発　　　　　　　　　　
　	９：30	 模擬店など販売開始　　　　　　　　　
　	10：30	 式典開始　　　　　　　　　　　　　　
　	11：10	 お田植え初め・ステージイベント開始　	
　	14：45	 もちまき　　　　　　　　　　　　　　
　	15：00	 イベント終了　　　　　　　　　　　　

【イベント】
●通水記念仮装行列（震橋～深良小グラウンド）
●早乙女によるお田植え初め（深良小西側水田）
●第３回深良用水まつりフォトコンテスト
●歌や踊りなどのステージイベント
●ビー玉やベーゴマなど昔の遊び体験コーナー
●各地区の模擬店、野菜や特産品の即売、バザー
●JRさわやかウォーキング（同時開催）

【展示】
●深良用水に関する写真パネルや資料
●第２回深良用水まつりの写真
●深良用水を利用した発電所写真パネル

特集１

第３回深良用水まつり
4/24㈰先人の偉業を今に伝えるイベントを開催！

　1670年の４月25日の通水を記念し、４月24日㈰に深良小学校
グラウンドで第３回深良用水まつりを開催します。仮装行列やお
田植え初め、ステージイベントなど、「世界かんがい施設遺産」
に登録された深良用水の遺業を、全国に発信するイベントです。

深良支所
992-0400

【仮装行列コース】

～通水記念仮装行列参加者募集～
　仮装行列の参加者を募集しています。参加を希
望する方は、４月 20日㈬までに深良支所へお申
し込みください。申し込み多数の場合は、期限前
に締め切ることがあります。

（出発）（出発）
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特集２

魅力いっぱいの相馬市
相馬市の復興を応援しよう！～東日本大震災から5年～
　市では、災害時相互応援に関する協定に基づき、相馬市へ職員
を派遣しています。東日本大震災から5年。被災地では、いまだに
風評被害が残っており、産業振興に影響を及ぼしています。相馬
市の魅力を紹介し、復興を応援します。

　相馬市は、福島県の東北端、西に阿武隈山地が連な
り、東は太平洋に面したまちです。相馬野

の
馬
ま
追
おい
や相馬

民謡などの伝統文化が受け継がれています。公共施設
は和風建築で統一され、城下町としての雰囲気が今も
残っています。現在、漁業は、風評被害の影響で試験
操業の段階ではありますが、捕れるようになった魚種
は 72種類と増えてきています。
●相馬野馬追
　国の重要無形民族文化財の相馬野馬追は、相馬氏の
祖である平将門が原野に放してあった野馬を捕らえる
軍事訓練と、捕らえた馬を神前に奉納したことに由来
します。相馬中村神社で行われる総大将の出陣式や出
陣式の後に騎馬武者たちが隊列を組み、市内を行列す
る様子は、とても迫力があり、歴史を感じることがで
きます。
●みちのく潮風トレイル
　みちのく潮風トレイルとは、青森県八戸市から相馬
市までの海岸線を中心に設定される長距離自然歩道で
す。相馬市のトレイルコースは、相馬野馬追や城下町
の歴史を感じ、松川浦のきれいな景観を堪能できる
コースとなっています。自然や歴史、文化を楽しみな
がらトレイルコース踏破に挑戦してください。

●伝承鎮魂祈念館
　相馬市の震災前の原風景や震災の記録などを、写真
や映像で見ることができる施設です。震災によって失
われた相馬市の「原風景」を後世に残し、遺族の心の
より所としていくとともに、震災以前の相馬市を知ら
ない人々に、在りし日の相馬市の姿を伝えていきます。
●相馬で「いちご狩り」
　毎年１月中旬から５月末まで、相馬市の和田観光い
ちご園では、いちご狩りを楽しむことができます。「章
姫」、「さちの香」など数種類のいちごを栽培しており、
30分間食べ放題です。朝摘みの新鮮ないちごも販売
しています。
●特産品「相馬生まれの美味いもん」
　いちごや梨、太平洋で捕れるさまざまな海産物が豊
富です。また、農林水産大臣賞を受賞したしょうゆ、
国際コンクールで金賞を受賞したお米、Ａ５ランクの
黒毛和牛“相馬牛”など多くの美味がそろっています。
これら特産品は、ふるさと相馬ブランド化推進協議会
が運営するインターネットショップ「美味いもん相馬
本家」から産地直送でお届けします。
美味いもん相馬本家ホームページ
　http://www.soma-brand.jp/

相馬市は魅力がいっぱい！　　　　　☎相馬市千客万来館　0244-26-4848

相馬野馬追

みちのく潮風トレイル

いちご狩り

松川浦復興チャレンジグルメ
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特集３

平成28年度 固定資産税・都市計画税
４月上旬に納税通知書を発送
　固定資産税・都市計画税は、毎年１月１日現在の所有者に課税
されます。税額は、固定資産評価基準に基づいて算出された評価
額を基に決定されます。４月上旬に納税通知書を送付しますので、
内容をご確認ください。

課税課
995-1809

第１期の納期限は５月２日㈪
　固定資産税と都市計画税を合算した年税額を一括、
または４期に分けて納めてください。一括の場合は５
月２日㈪までに、４期に分ける場合は、各期の納期限
までに所定の金額を納めてください。また、固定資産
税と都市計画税を合算した額が年額 3,900 円以下の
場合は、一括納付となります。
　口座振替の場合は、４期に分けて各納期限の日に引
き落とされます。

固定資産税は１月１日現在の所有者に課税
　毎年１月１日現在、市内にある土地、家屋、償却資
産の所有者が納める税金です。税額の求め方は以下の
とおりです。
　　固定資産税額＝課税標準額×税率（1.4％）
　固定資産の価格（評価額）は、総務大臣が定めた固
定資産評価基準を基に決定されます。原則として評価
額が課税標準額になります。ただし、課税標準の特例
措置が適用される住宅用地や、税負担の調整措置が適
用される土地は、課税標準額が評価額より低くなりま
す。
◆固定資産税を納める方◆
　原則として固定資産の所有者で次の方です。

〔土地〕
●登記簿に所有者として登記されている方
●土地補充課税台帳に所有者として登録されている方
●�所有している土地の課税標準額の合計が 30万円以
上の方

〔家屋〕
●登記簿に所有者として登録されている方
●家屋補充課税台帳に所有者として登録されている方
●�所有している家屋の課税標準額の合計が 20万円以
上の方

〔償却資産〕
●償却資産課税台帳に所有者として登録されている方

●�所有している償却資産の課税標準額が 150 万円以
上の方
※�所有者として登記（登録）されている方が、賦課期
日（１月１日）前に死亡している場合などは、その
土地や家屋を現に所有している方が納税義務者にな
ります。

都市計画税の税率は 0.2％
　毎年１月１日現在、市内の市街化区域内にある土地、
家屋の所有者が納める税金です。税額の求め方は以下
のとおりです。

都市計画税額＝課税標準額×税率（0.2％）

届出が必要な場合
　次のような場合は課税課にご連絡ください。登記の
手続きを行った場合、届出は不要です。
●家屋を新築・増築したとき
●家屋を取り壊したとき
●家屋の用途を変更したとき
●�売買、相続、贈与などにより登記されていない家屋
の所有者を変更したとき

負担調整措置 ～土地の税額が上がる場合～
　土地の固定資産税は、評価額が急激に上昇した場合
でも、税負担の上昇は緩やかになるよう、課税標準額
を徐々に是正する負担調整措置が講じられています。
地価が下落する中で税負担が上昇する土地は、本来の
課税標準額に比べて現在の課税標準額が低いため、負
担調整措置で本来の課税標準額に向けた是正過程にあ
るものです。
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特集３

新築住宅の減額措置 ～一般住宅は 3 年間～
　一般住宅は新築後３年間（認定長期優良住宅※１は
５年間）、３階建て以上の中高層耐火住宅は新築後５
年間（認定長期優良住宅は７年間）、住宅部分のうち
住宅１戸につき 120㎡分までの固定資産税額が 1/2
に減額されます。減額期間が終了すると、本来の税額
に戻ります。軽減措置が適用されている場合、課税明
細書に軽減された税額と終了年度が記載されます。
対象／次の全ての要件を満たす住宅
●専用住宅・併用住宅・共同住宅
　�※併用住宅の場合、居住部分の面積の割合が 1/2
以上
●�床面積（併用住宅の場合、居住部分の面積）が 50
～ 280㎡
　�※共同住宅など一戸建て以外の貸家住宅の場合は、
住宅１戸あたりの床面積が 40～ 280㎡

◆家屋の税額が上がる方◆
　次の方は今年度から新築住宅の減額措置の適用がな
くなり、本来の税額になるため、税額が上がります。
①�平成 24 年１月２日から平成 25 年１月１日までに
減額の対象となる一般の住宅を新築した方
②�平成 22 年１月２日から平成 23 年１月１日までに
減額の対象となる一般の認定長期優良住宅を新築し
た方
③�平成 22 年１月２日から平成 23 年１月１日に減額

の対象となる３階建て以上の中高層耐火住宅を新築
した方
※ 1認定長期優良住宅
　長期優良住宅の普及の促進に関する法律の規定に基
づき、耐久性・安全性の住宅性能が一定基準を満たす
ものとして所管行政庁の認定を受けた住宅です。

償却資産は毎年 1 月 31 日までに申告
　会社や個人で工場・商店などを経営している方や、
駐車場・アパートなどを所有し、貸し付けている方が、
その事業のために用いる構築物・機械・車両・備品な
どの固定資産が償却資産です。償却資産には、固定資
産税が課税されます。毎年１月１日現在の償却資産の
所有状況を１月 31日までに申告してください。

資産の種類 内　　容

構築物
駐車場のアスファルト舗装、フェ
ンス・門などの外構、植込、物置、
自転車置き場、屋外看板

機械・装置 工作機械、印刷機械、各種作業用
機械

車両・運搬具
大型特殊自動車に該当するブル
ドーザー、クレーン車、フォーク
リフト

工具器具・備品 事務机、陳列ケース、パソコン、
集合郵便受け、テレビ、エアコン

※�自動車税、軽自動車税が課税される資産やソフトウェア・特
許権などの無形の固定資産は、償却資産から除かれます。

　専用住宅、併用住宅、共同住宅などが建っている
土地が住宅用地です。住宅用地には小規模住宅用地
と一般住宅用地があり、税負担を軽減するため特例
措置が適用されます。新たに特例措置の適用を受け
るには、土地使用状況申告書の提出が必要です。
小規模住宅用地
　200㎡以下の住宅用地をいいます。200㎡を超え
る場合は、住宅1戸あたり、200㎡までの部分をい
います。小規模住宅用地の固定資産税の課税標準額
は、評価額の1/6が上限になり、都市計画税の課税
標準額は評価額の1/3が上限になります。

一般住宅用地
　小規模住宅用地以外の住宅用地をいいます。例え
ば、一戸建住宅の敷地が300㎡だとすると、200㎡
は小規模住宅用地となり、残りの100㎡が一般住宅
用地となります。一般住宅用地の固定資産税の課税
標準額は、評価額の1/3が上限になり、都市計画税
の課税標準額は評価額の2/3が上限になります。

住宅用地の課税標準の特例　～住宅用地の税負担を軽減～
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特集４

予防接種一覧
予防接種で病気を予防しましょう
　予防接種の目的は、自分が病気にかからないこと、かかっても軽
症で済むこと、まわりの人に移さないことです。予防接種は、自然
に感染するよりも安全に免疫を作ることができます。予防接種は、
接種券をお持ちになり、実施医療機関で接種を受けてください。 健康推進課

992-5711

　乳幼児から対象の予防接種

種　類 通知時期 接種可能期間

ヒブ（全４回）
初回 １カ月になる月の月末 生後２カ月～５歳の誕生日の前日

追加 10カ月になる月の月末 初回終了後７カ月～５歳の誕生日の前日

小児肺炎球菌（全４回）
初回 １カ月になる月の月末 生後２カ月～５歳の誕生日の前日

追加 11カ月になる月の月末 １歳～５歳の誕生日の前日

ＢＣＧ〔結核予防〕 ２カ月になる月の月末 生後３カ月～１歳の誕生日の前日

四種混合１期（全４回）
〔ジフテリア・百日ぜき・破傷風・
不活化ポリオ〕

初回 ２カ月になる月の月末 生後３カ月～７歳６カ月になる前日

追加 １歳５カ月の月末 １歳６カ月～７歳６カ月になる前日

水痘〔水ぼうそう〕（全２回） 11カ月になる月の月末 １歳～３歳の誕生日の前日

二種混合〔ジフテリア・破傷風〕 10歳11カ月になる月の月末 11歳の誕生日～13歳の誕生日の前々日

日本脳炎１期（全３回）
初回 ２歳11カ月になる月の月末 ３歳の誕生日～７歳６カ月になる前日

追加 ３歳11カ月になる月の月末 ４歳の誕生日～７歳６カ月になる前日

日本脳炎２期 ８歳11カ月になる月の月末 ９歳の誕生日～13歳の誕生日の前々日

ＭＲ１期〔麻
ま
疹
しん
・風

ふう
疹
しん
混合〕 11カ月になる月の月末 １歳の誕生日～２歳の誕生日の前日

ＭＲ２期〔麻
ま
疹
しん
・風

ふう
疹
しん
混合〕

平成22年４月２日～平成23年
４月１日生まれに発送

４月１日㈮～平成29年３月31日㈮

単独不活化ポリオ（全４回）
初回

通知なし
生後３カ月～７歳６カ月になる前日

追加 １歳６カ月～７歳６カ月になる前日

子宮頸
けい
がん予防（全３回）

通知なし　※希望者には健康
推進課で接種券を交付

中学１年生～高校１年生相当（女子）

※	日本脳炎予防接種は、旧ワクチンの副作用の問題のため平成17年度から平成21年度まで接種を差し控えてい
ましたが、新ワクチンが開発されたことに伴い、平成22年度から接種を再開しました。この間、対象だった
方（平成８年４月２日～平成19年４月１日生まれ）で未接種の方には、健康推進課で接種券を交付しますの
でお問い合わせください。
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特集４

高齢者肺炎球菌
　高齢者肺炎球菌予防接種は、成人肺炎の 25 ～
40％を占める肺炎球菌性肺炎を予防し重症化を防ぎ
ます。接種後、免疫ができるまでに平均で３週間かか
ります。助成は生涯で一度だけです。対象年度を過ぎ
ると助成は受けられません。
通知時期／３月中旬ごろに
接種可能期間／４月１日㈮～平成 29年３月 31日㈮
自己負担金／ 2,000 円
対象者／次のいずれかの要件を満たす方
● �60 歳から 64 歳までの方で心臓・腎臓・呼吸器・
免疫機能に障がいがあり、障害者手帳１級または同
程度の障がいがある方
● �65 歳の方（昭和 26 年４月２日～昭和 27 年４月
１日生まれの方）
● �70 歳の方（昭和 21 年４月２日～昭和 22 年４月
１日生まれの方）
● �75 歳の方（昭和 16 年４月２日～昭和 17 年４月
１日生まれの方）
● �80 歳の方（昭和 11 年４月２日～昭和 12 年４月
１日生まれの方）
● �85 歳の方（昭和６年４月２日～昭和７年４月１日
生まれの方）
● �90 歳の方（大正 15 年４月２日～昭和２年４月１
日生まれの方）
● �95 歳の方（大正 10 年４月２日～大正 11 年４月
１日生まれの方）
● �100 歳の方（大正５年４月２日～大正６年４月１
日生まれの方）

予防接種を受ける前・受けた後の注意
●接種当日、体調は普段と変わりありませんか？
　風邪気味の時などは医師に詳しく状態を伝え、
　接種を受けて良いかどうか判断を仰ぎましょう。
●�接種後 30分間は急な副反応が起こることがあ
ります。接種医とすぐに連絡を取れるようにし
ておきましょう。
●�入浴は差し支えありませんが、注射部位を強く
こすることはやめましょう。

風
ふ う

疹
し ん

予防接種費用の一部助成
　助成は、１人につき１回です。妊娠している方は、
接種できません。
接種可能期間／４月１日㈮～平成 29年３月 31日㈮
助成額／風

ふう
疹
しん
ワクチン▶上限 4,000 円

　MR（麻
ま
疹
しん
・風

ふう
疹
しん
混合）ワクチン▶上限5,000円

対 象者／接種当日に市に住民登録があり、風
ふう
疹
しん
抗体検

査を受けた結果が、抗体価の低い（抗体価がHI 法
で 16倍以下、EIA法で 8.0 未満、CLEIA 法で 4.0
未満）で、次のいずれかの項目に該当する方
●妊娠を希望する女性
●妊娠している女性の同居家族
申 請方法／接種後、医療機関に接種費用を支払い、４
月 15 日㈮から平成 29 年４月 14 日㈮までに健康
推進課へ申請してください。

こんなときは手続きを！
20 歳未満の方が転入したとき
　転入前の市区町村によって予防接種の方法が異なり
ます。保護者は、母子健康手帳をお持ちになり健康推
進課へお越しください。未接種のものがあれば、接種
券を交付します。
転出したとき
　転出先では裾野市の接種券は使えません。転出先の
市区町村にお問い合わせください。
裾野市・沼津市・長泉町・清水町の協力医療機関以外
で接種を希望するとき
　希望する医療機関での接種が可能かどうか健康推進
課へお問い合わせください。

予防接種後健康被害救済制度
　定期の予防接種による副反応のために、医療機関で
治療が必要になったり、生活が不自由になったりした
とき（健康被害があったとき）は、法律に定められた
救済制度があります。
　制度の利用を申し込むときは、健康推進課へご相談
ください。
※制度を利用するためには、一定の条件があります。
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特集５

障がいのある方も暮らしやすい社会へ
障害者差別解消法 ４月１日施行

障がい福祉課
995-1820

　「障害者差別解消法」 が平成28年４月１日に施行されます。
障がいを理由とする差別をなくすことを推進し、障がい者と健
常者が共生する社会の実現を目指します。障がい者に対し、不
当な差別的扱いをせず、合理的な配慮をすることが必要です。

　障害者差別解消法で 
 障がいのある方とない方を平等に　
　障害者差別解消法は、国や市などの行政機関、会社
や商店などの民間事業者の障がいを理由とする差別を
解消するための措置などを定めています。すべての方
が障がいの有無で差別されることなく、相互に人格と
個性を尊重し合いながら共生する社会の実現につなげ
ることが目的です。
●この法律で定めている主な内容
①�国や市などの行政機関、会社や商店などの民間事業
者による障がいを理由とする差別を禁止すること
②�差別を解消するための取り組みについての政府全体
の方針を示す基本方針を作成すること
③�行政機関ごと、分野ごとに障がいを理由とする差別
に対する対応要領や指針の作成を検討すること

障がいのある方への差別をなくすために
　国や市、会社や商店などが、障がいを理由に正当な
理由なくサービスの提供を拒否したり、制限したり、
条件を付けたりすることをなくすため「不当な差別的
扱い」を禁止します。「合理的配慮をしないこと」も
差別となります。障がい者に対して合理的な配慮をし
なければなりません。
　障がいのある方から配慮を求める意思の表明※が
あった場合には、負担になりすぎ
ない範囲で合理的な配慮をするこ
とが求められます。それぞれの障
がいに合った、必要な工夫・やり
方で対応が必要です。
※�知的障がいなどで本人自ら意思
を表明することが困難な場合は、家族などが本人を
補佐して意思の表明をすることができます。

×不当な差別的扱い
　例えば、障がいがあるという理由だけでスポーツク
ラブに入れないこと、アパートを貸してもらえないこ
と、車いすを利用しているため飲食店に入れないこと
などです。障がいのない方と違う扱いは「不当な差別
的扱い」と考えられます。ほかに方法がない場合など
は、不当な差別的扱いにならないこともあります。

×合理的配慮をしないこと
　例えば、聴覚障がいのある方に声だけで話すこと、
視覚障がいのある方に書類を渡すだけで読みあげない
こと、知的障がいのある方に分かりやすく説明しない
ことなどです。障がいのない方には情報を伝えるのに、
障がいのある方には伝えないことになります。

行政機関など 会社・商店など
不当な　
　差別的扱い してはいけない してはいけない

合理的配慮 しなければ
　ならない

するように
努力が必要

Ｑ＆Ａ
Ｑ 合理的な配慮の具体的な例を教えてください。
Ａ 状況によって異なります。例えば、車いすを利
用している方が乗り物に乗るときの手助けする
ことや、耳が聞こえない方には筆談、
目が見えない方には読み上げなど障
がいの特性に応じた手段で対応する
ことが合理的な配慮といえます。

Ｑ 近所の方から差別的なことを言われました。そ
の方は罰を受けないのでしょうか。

Ａ�障害者差別解消法が禁止しているのは、行政機
関や民間事業者などによる差別です。この法律
が、一人ひとりのすることや考えを罰すること
はありません。
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特集６

４月から要約筆記者派遣事業を開始
手話や要約筆記で耳が不自由な方とも対話が可能に
　聴覚に障がいがある方と対話や意思疎通をするには、手話や要約
筆記などがあります。市では、これまで行っている手話通訳者派遣
事業に加え、要約筆記者派遣事業を４月から開始します。
　現在、市に登録されている手話通訳者は４人、要約筆記者は２人
と少ない状態です。養成講座に参加し、交流の輪を広げませんか。

障がい福祉課
995-1820

文字で伝える要約筆記
　要約筆記は、話の内容を即時に要約し、手書きかパ
ソコンを使って文字で伝えることです。
■要約筆記者派遣事業を開始
　当市では、４月から要約筆記者派遣事業を開始しま
す。聴覚障がい者や聴覚障がい者とコミュニケーショ
ンをとりたい方が、講演会や会議、個人的に病院や冠
婚葬祭などで必要なときに要約筆記者を派遣します。
�派遣に要する費用はかかりません。入場料や参加料
などが必要な場合は、ご負担ください。
�社会福祉協議会へ、お早めにお申し込みください。
要約筆記者と日程を調整します。
�裏表紙のアングルのコーナーで、市内の要約筆記者
を紹介しています。

■県要約筆記者養成講座（東部）を開催
　要約筆記の知識や技術を習得します。
５月 11日㈬～ 12月４日㈰の水曜日と日曜日
　10時～ 15時　※月に１～４日程度　
コース／手書きコース、パソコンコース
三島市社会福祉会館（三島市南本町）
①県内に住んでいるか通勤している 18歳以上の方
　②終了後、登録試験を経て、地域で活動できる方
　�③パソコンコースは、１分間に 80字以上をタッチ
タイピングで入力でき、自己所有のノートパソコン
（OS:Windows7 以降）を持って来られる方
各 15人
3,400 円（テキスト代）
�４月 15日㈮までに障がい福祉課にある申込書に必
要事項を記入し、郵便またはファクス、メールで県
聴覚障害者情報センターへお送りください。
　※申込書は市公式ウェブサイトからダウンロード可
県聴覚障害者情報センター�要約筆記担当
　〒 420-0856�葵区駿府町 1-70
　054-221-1257�　 054-221-1258
wbs60138@mail.wbs.ne.jp

手話で日常会話や意思疎通
　手話は、手や指、腕を使う手指動作、顔を使った非
手指動作で言葉を伝えることです。
■手話通訳者養成講座を開催
　自己紹介や趣味に関することなど日常生活でよく使
う手話を主に学びます。初心者の方にも分かりやすい
内容です。裾野市・御殿場市・小山町の２市１町合同
で行います。今年の会場は、当市です。
５月17日～９月27日の毎週火曜日　19時～21時、
　８月 28日㈰　10時～ 16時（受講必須）　
　※７月５日㈫、８月 16日㈫は休講
市役所地下会議室Ａ・Ｂ
�２市１町に住んでいるか通勤している18歳以上の方
20人（先着順）
3,240 円
�５月 16 日㈪までに障がい福祉課へ直接お越しにな
るか、電話でお申し込みください。　※受け付けは
平日の９時～ 17時

■手話サークル「虹の会」
　市内には、手話サークル「虹の会」があります。手
話学習を通じて、聴覚障がい者問題の理解を深め、楽
しく暮らせる地域社会を目指しています。
　サークル活動では、聴覚障がい者の方も一緒に手話
の講義のほかゲームなどをして楽しく学びます。健康
まつりなどの行事への参加や、ほかの地域のサークル
との交流などもあります。興味のある方は、見学にお
越しください。
活動日時／毎週木曜日　19時 30分～ 21時　
活動場所／福祉保健会館
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特集７

森林の健康保持に間伐を！
森林組合が山林づくりをお手伝い

農林振興課
995-1823

　森林の病虫害・風水害などの被害を防ぎ、質を保つため
には、間伐が必要です。人手不足や技術面などの理由で、
間伐できない方に代わり、市森林組合が間伐を行います。
市森林整備計画に位置付けられている森林を所有してい
る方が対象です。

健康な森林は間伐から
　当市の面積の約 63％が森林です。そのうち 69％は
人工林で、伐採期に達している森林が増えています。
森林を放置すると、木が密集し風通しや日当たりが悪
くなります。下草が生えなくなるため、わずかな降雨
などで土砂が流出しやすくなり、災害などの危険が高
まります。また、樹木の成長や根の発達が阻害される
ため、木がさらに細く弱々しくなり、雪や風による倒
木被害を受けやすくなるなど、さまざまな問題が生じ
ます。水資源の確保や土砂流出の防止など、森林のも
つさまざまな公益的機能を十分に発揮させるために、
間伐は必要不可欠です。

伐採した木は有効活用
　これまでの間伐は、間伐した木を搬出するのに手間
がかかり、コストが高くなってしまうため、伐採木を
森林内に捨て置く「伐り捨て間伐」が主流でした。現
在は、県内各地で「利用間伐」の取り組みが進められ
ています。
　利用間伐は、高性能林業機械の導入や効率性が高い
伐採方法の採用、林内路網の整備などを行い、低コス
トで伐採した木を搬出できるようにします。そのため、
今まで捨てられていた木材資源を有効に利用すること
ができます。

間伐には森林組合の利用を
　森林組合では、市内に住んでいる方などには無料で、
市外に住んでいる方などには間伐費用の 25％の負担
で間伐を行っています。市森林整備計画に位置付けら
れている森林が対象です。

�無料▶市内に住んでいる方、または市内に本社機能
のある法人が所有している市内の山林

　 間伐費用の 25％負担▶市外に住んでいる方、また
は市外に本社機能のある法人が所有している市内の
山林
　※�宅地造成済地内の山林は対象外です。
�伐採届に必要事項を記入し、市森林組合に提出して
ください。
　�※伐採届は市公式ウェブサイトからダウンロードで
きます。
森林組合　993-5757（佐野 822-1）

新たに森林を所有したら届出を
　新たに森林の土地所有者となった方は、所有面積に
関わらず、事後届出が義務付けられています。森林の
土地を新たに取得した方は、必ず届け出てください。
届出先／取得した土地のある市
�個人・法人を問わず、売買や相続などで森林の土地
を新たに取得した方
土地の所有者となった日から 90�日以内

作業は安全第一かつ計画的に
　森林組合では 9人の作業員が間伐を行ってい
ます。毎週月曜日の朝、裾野工業団地にある作業
場でミーティングを行い、1週間の作業工程を確
認しています。作業は安全第一をモットーに行っ
ています。
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特集８

市職員人事異動
４月１日㈮から新体制

人事課
995-1806

　「ひとづくり」「豊かな産業づくり」「快適なまちづくり」
「市民協働のまちづくり」をさらに推進していくため、４
月１日㈮付で人事異動を行いました。

【部長級】
企画部長▶小林浩文（企画部部参事兼市長戦略監）建
設部部技監▶金子隆一（建設部部参事兼まちづくり課
長）教育部長▶杉山善彦（教育部次長兼教育総務課長
兼学校給食センター所長）

【部参事級】
企画部部参事兼市長戦略監▶西川篤実（企画部次長兼
秘書課長）環境市民部部参事兼水道事業管理監兼上下
水道課長▶倉澤秀樹（環境市民部次長兼深良支所長）
健康福祉部部参事兼子育て支援監▶勝又守（健康福祉
部次長兼健康推進課長兼福祉保健会館長）

【次長級】
次長 監査委員事務局長▶湯山博之（企画部次長兼財
政課長）企画部次長兼秘書課長▶水口清治（教育部参
事兼生涯学習課長兼富士山資料館長）産業部次長兼渉
外課長▶横山王一（産業部参事兼渉外課長）次長 会
計管理者兼出納課長▶平野佳正（健康福祉部参事兼介
護保険課長）

【参事級】
企画部参事兼企画政策課長（裾野市土地開発公社事務
局長）▶石井敦（企画部企画政策課長、裾野市土地開
発公社事務局長）環境市民部参事兼富岡支所長▶中村
章秀（環境市民部富岡支所長）建設部参事兼建設管理
課長▶杉山康雄（建設部建設管理課長）教育部参事兼
鈴木図書館長兼東西公民館長▶山田秀一（教育部鈴木
図書館長兼東西公民館長）

【課長級】
環境市民部市民課長▶杉山善則（総務部管理納税課長）
環境市民部深良支所長▶土屋敏彦（消防本部消防総務
課長）健康福祉部介護保険課長▶加藤忠彦（健康福祉
部国保年金課長）教育部生涯学習課長兼富士山資料館
長▶勝俣善久（教育部生涯学習課市民協働室長）企画
部企画政策課情報政策室長▶河合正彦（企画部企画政
策課情報政策室長）企画部財政課長▶髙梨恭（企画部

企画政策課長代理）総務部管理納税課長▶渡邊圭一郎
（総務部課税課長代理）環境市民部危機管理課長▶秋
山慶次（環境市民部危機管理課長代理）環境市民部上
下水道課水道工務室長▶芹澤泰広（建設部建設管理課
長代理）健康福祉部健康推進課長兼福祉保健会館長▶
杉山和哉（総務部人事課長代理）健康福祉部国保年金
課長▶笠間健男（健康福祉部子ども保育課長代理）建
設部まちづくり課長▶中野智文（総務部総務管財課長
代理）建設部区画整理課長▶丹野宏康（建設部区画整
理課長代理）教育部教育総務課長兼学校給食センター
所長▶鈴木則和（教育部教育総務課長代理）

【課長代理級】
企画部財政課長代理▶勝又博文（企画部財政課主幹兼
係長）総務部総務管財課長代理▶大庭秀夫（総務部総
務管財課主幹兼係長）環境市民部市民課長代理▶髙橋
渉（環境市民部市民課主幹兼係長）環境市民部上下水
道課経営管理室長▶山田克彦（環境市民部上下水道課
経営管理室長）環境市民部上下水道課水道工務室副参
事▶高草泉（環境市民部上下水道課主幹兼係長）健康
福祉部子ども保育課長代理▶歌﨑克文（健康福祉部社
会福祉課主幹兼係長）産業部農林振興課長代理▶杉本
一之（産業部農林振興課主幹兼係長）建設部建設管理
課道路保全対策室長▶土屋雅敬（建設部建設管理課道
路保全対策室長）建設部まちづくり課長代理▶鈴木努
（建設部まちづくり課主幹兼係長）教育部鈴木図書館
副参事▶多田純子（教育部鈴木図書館主幹兼係長）出
納課長代理▶杉山弘記（出納課主幹兼係長）

【支所長級】
健康福祉部子ども保育課深良幼稚園長▶勝又直江（健
康福祉部子ども保育課富岡第二幼稚園長）健康福祉部
子ども保育課富岡第一幼稚園長▶山田光代（健康福祉
部子ども保育課須山幼稚園長）教育部生涯学習課市民
協働室長▶大塚智美（環境市民部市民課主幹兼係長）

（　）は、27年度の所属・役職です。
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材料（２人分）
紫キャベツの葉�…………………………１～２枚
かまぼこ（白）�…………………………… ２cm
ウィンナー、いんげん豆�…………………各２本
玉ネギのみじん切り�……………………… 1/2 個
ご飯�……………………………………茶椀２杯分
ケチャップ�………大匙２～３杯（お好みで増量）
卵�………………………………………………２個
◎水溶き片栗粉�………………………………少々
◎塩�……………………………………ひとつまみ
のり�……………………………………………少々
カニカマ�………………………………………１本
油�………………………………………………少々
戦略広報課　995-1802

春の環境美化活動

　地域の河川や側溝、道路を清掃
します。
４月 17日㈰
各区で決められた場所
�ごみは分別し、８時 30 分から
11 時までに、一般廃棄物最終
処分場に搬入してください。
市民課地区振興係　995-1874

ヘルシーパーク裾野
開館 15 周年記念イベント

　ヘルシーパーク裾野は、平成
13年４月の開館から15周年を迎
えます。これを記念し、イベント
を行います。
４月18日㈪～20日㈬

開館時間／10時～21時
ヘルシーパーク裾野
�来館者全員に記念品を贈呈し、
ポイントカードをお持ちの方に
は３ポイントを付与します。
ヘルシーパーク裾野

　965-1126

国保高齢受給者証交付会

　５月１日㈰から対象となる方に、
受給者証を交付します。
４月 21日㈭
　10時 20分～ 11時 30分�
福祉保健会館研修室
�昭和 21 年４月２日～５月１日
に生まれた方
�対象の方には、事前にはがきで
お知らせします。転入してきた
方や通知のない方はご連絡くだ
さい。
保険証、筆記用具など
国保年金課　995-1814

作り方
①�⑴紫キャベツをざく切りにし、鍋に入れ、キャベ
ツが浸るぐらいに水を入れて火にかけ、煮だす。
⑵かまぼこを３mmの幅に切り、６等分する。
　�⑶煮汁に重曹を入れ、⑵のかまぼこ４枚を１時間
以上漬け込む。
②ウィンナーは薄く、いんげん豆は約５mmに切る。
③�フライパンに油をひき、玉ねぎをいためる。その
中に①を入れ、一緒にいためる。
④�③にご飯を入れて軽くいため、ケチャップを入れ、
混ぜ合わせて火を止める。
⑤�卵を溶き◎の調味料を入れ、混ぜ合わせる。別の
フライパンに油をひき、薄焼き卵を２枚作る。
⑥④を２等分し、薄焼き卵で包み、形を整える。
⑦�①で余ったかまぼこ２枚を、すそのんの富士山の
帽子の形に切る。残りの２枚を２等分にして半月
型に切り、足を作る。
⑧海苔を切って、目・鼻・口・手を作る。
⑨カニカマの赤い部分を丸く切り、ほっぺを作る。
⑩⑥に⑦～⑨を張り付けたら出来上がり！
（作品では、小松菜のおかか巻き、どんぐりウィン
ナー、裾野ポークでエノキの肉巻き、きんぴらごぼ
う、ミートボール、トマトを入れました）

作者：髙田李奈さん

すそのんキャラ弁コンテスト 受賞作品のレシピを紹介！
第５弾

“I love すそのん”優秀賞
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お知らせ

日時　 会場　 対象　 定員　 内容　 参加費・使用料など　 持ち物　 申し込み・申込方法
申込期限・期間　 そのほか　 問い合わせ　 FAX　 Mail　 Web　

富士山資料館補修工事完了
４/１から通常どおり開館

　富士山資料館は、補修工事が完
了し、４月１日㈮から通常どおり
開館します。
開館時間／９時～16時30分
入 館料／大人210円、小・中学生
100円

休 館日／毎週月曜日（祝日の場合
は開館）、祝日の翌日

富士山資料館　998-1325

後期高齢者医療制度の
保険料率改定

　後期高齢者医療制度の保険料は、
被保険者全員が負担する均等割額
と被保険者の前年の所得に応じて
負担する所得割額を合計し、個人
単位で計算します。この保険料率
は、都道府県ごとに決定し、２年
ごとに見直されます。平成 28・
29 年度の新保険料率は、医療費
の増加などを考慮し、次のとおり
改定されました。
保険料率（年額）

区分 平成 26･
27 年度

平成 28･
29 年度

所得割率 7.57％ ７.85％
均等割額 38,500 円 39,500 円

保険料（年額）＝均等割額（39,500
円）＋所得割額（基礎控除後の総
所得金額など）× 7.85％
　低所得者層の負担軽減を図るた
め、均等割保険料の 5 割軽減・
２割軽減の対象が拡大されます。

県後期高齢者医療広域連合
　054-270-5528
　国保年金課　995-1813

市民無料相談

�４月 20 日㈬　※受付▶終了時
刻の 20分前まで
市役所４階会議室

内 容 ・ 時 間／●資格団体相談
（10時～12時）▶土地、家屋
（マンション含む）、相続、各
種登記、会社の設立、増資、成
年後見業務、社会保険労務など
に関する相談。司法書士、行政
書士、社会保険労務士、宅地建
物取引士、土地家屋調査士、建
築士、マンション管理士が応じ

ます。
　�●人権相談（10時～12時、13
時～15時）▶子どもの人権、女
性の人権、そのほか差別待遇な
どの人権問題の相談。人権擁護
委員が応じます。
　�●行政相談（10時～12時、13
時～15時）▶行政に対する苦
情・要望・問い合わせなどの相
談。行政相談委員が応じます。
　�●税務相談（10時～12時、13
時～15時）▶各種税金について
の相談。税理士が応じます。
戦略広報課　995-1802

国保税の賦課限度額を改正しました

　国保税条例を改正し、国民健康保険税の賦課限度額を変更しました。
一部の方にはより多くの負担をおかけしますが、国保制度は相互扶助
で成り立っています。ご理解、ご協力をお願いします。
　平成 28年度の国保税率などは、下表のとおりです。

課税の分類 課税区分 課税割合など（改正なし） 賦課限度額
（今回改正）

医療費分

所得割 5.5%
51万円
↓

52万円

資産割 20.0%
均等割 1人当たり年間23,600円
平等割 1世帯当たり年間21,000円

後期高齢者
支援分

所得割 2.1%
16万円
↓

17万円

資産割 4.0%
均等割 1人当たり年間8,800円
平等割 1世帯当たり年間8,200円

介護分　
（40歳以上65歳
未満の方が対象）

所得割 2.1% 14万円
↓

16万円均等割 1人当たり年間14,600円

所得割＝（前年の所得額－基礎控除 33万円）×税率
※加入者単位で計算し世帯で合算

国保年金課　995-1814　　
　課税課　　　995-1810　　
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児童扶養手当の支給

　４月 11 日㈪は、児童扶養手当
の支給日です。児童扶養手当は、
18 歳になる日以後の最初の３月
31 日までの児童がいる母子・父
子家庭などで、認定請求書を提出
し、認定された方に支給します。
支 給日／４月、８月、12月の11
日　※土・日曜日、祝日の場合
はその直前の平日

支 給方法／支給日の前月までの４
カ月分を指定口座に振込み
�必要な各種届出をしていない場
合は、支払いが保留されること
があります。
子育て支援課　995-1841

県の最低賃金を改正

　県の最低賃金が平成 27 年 10
月３日㈯に、産業別最低賃金が
12月 31日㈭に改正されました。
県最低賃金／783円
産 業別最低賃金／●パルプ・紙・
加工紙製造業▶786円●タイ
ヤ・チューブ、ゴムベルト・ゴ
ムホース・工業用ゴム製品製造
業▶833円●鉄鋼、非鉄金属製
造業▶867円●はん用機械器具、
生産用機械器具、業務用機械器
具、輸送用機械器具製造業▶
879円●電子部品・デバイス・
電子回路・電気機械器具、情報
通信機械器具製造業▶851円●
各種商品小売業▶823円
静岡労働局賃金室

　054-254-6315

運動公園陸上競技場
記念式典

　陸上競技場のオープン 20周年
と、走路などの改修完了を記念す
る式典です。
４月９日㈯　９時～11時15分�
運動公園陸上競技場
�小山高校ダンス部の演技、ヤク
ルト陸上競技部の福士優太朗選
手らによる陸上指導（主に小・
中学生が対象）
生涯学習課　992-3800

はり・灸
きゅう

・マッサージ
治療費の助成

　１回の治療で 1,000�円割引さ
れる助成券を年間５枚交付します。
�市内に住んでいて、平成 28 年
４月１日現在で 70�歳以上の方�
※医療保険で受診している方は
対象になりません。
�社会福祉課または各支所へお申
し込みください。
はんこ
助成券が使える治療院 電話番号
中部リバース 997-3211
ウエルネスヒロコ 994-0111
高田鍼

しんきゅう

灸指圧治療院 993-9197
フィールウェーブ 992-2969
はり灸長谷川 992-2404
のぞみ整骨院 965-0903
さくら治療院 993-7802
セラピス接骨院 960-9880
らく笑マッサージ in 992-8039

社会福祉課　995-1819

４/６㈬～４/15㈮
春の全国交通安全運動を実施

　春の全国交通安全運動が行われます。交通安全の意識を高め、
交通ルールの遵守と良い交通マナーを習慣付けることで、交通事
故防止を図ります。
実施期間／４月６日㈬～15日㈮
スローガン／安全を　つなげて広げて　事故ゼロへ
運動の基本／子どもと高齢者の交通事故防止
運動の重点
・自転車の安全利用の促進（特に自転車安全利用五則の周知徹底）
・�後部座席を含めたすべての座席でのシートベルトとチャイルド
シートの正しい着用の徹底
・飲酒運転の根絶
・通学路における子どもの安全確保

お詫びと訂正 
　春の全国交通安全運動の実施期間は、市政カレンダーの４月の
今月の主な行事に「11 日～ 20 日」と記載されていますが、正
しくは「６日～ 15日」です。お詫びして訂正します。

� 危機管理課　995-1817 　
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お知らせ

　子育てについての講話や実
習、学級生同士の意見や情報の
交換を行います。
生涯学習センター
４月 30日㈯
無料で託児を利用できます。

生涯学習課　992-3800

子育てに関するセミナーを開催

高速バスの時刻表
４/４に改正

　県東部と首都圏を結ぶ高速バス
の時刻が４月４日㈪から改正され
ます。
　三島新宿線では、マックスバ
リュ茶畑店前に「麦塚バス停」を
新設します。また、新宿南口に新
ターミナル「バスタ新宿」が完成
し、乗降場所と出発時刻が変更に
なります。
　沼津新宿線は６往復 12 便、三
島新宿線は３往復６便、沼津東京
駅線は５往復 10便が運行中です。
時刻表などの詳しい情報は、お問
い合わせください。

富士急コールセンター　
　0570-022956
　富士急シティバス㈱
　921-5367

七人制ラグビー教室の参加者

　七人制ラグビー教室（五輪種目・
七人制女子ラグビー大会の楽しみ
方）を開催します。老若男女問わ
ず、参加できます。
６月４日までの毎週㈯
　９時～ 11時
�総合グラウンドC、運動公園や
すらぎの広場
�市内に住んでいるか通勤・通学
している方
30人程度
�事前に電話で会場を確認し、当
日会場でお申し込みください。
ラグビーフットボール協会

　One for All（所）997-3902
　090-4793-4860

市スポーツ祭 レクスポ
３種目大会の参加チーム

　ペタボード大会、輪投げ大会、
ファミリーバドミントン大会の参
加チームを募集します。
５月 15日㈰　９時 30分～
�富岡第一小学校体育館、富岡中
学校体育館
�市内に住んでいるか、通勤・通
学している方
１チーム 500 円
�市民体育館（市立水泳場内仮設
事務所）にある申込書に必要事
項を記入し、参加費を添えて提
出してください。
４月１日㈮～５月１日㈰
�●監督者会議（抽選会、大会注
意事項の説明）を５月６日㈮
19 時から生涯学習センターで
行います。●上位チームは 11
月 20 日㈰に長泉町で行う、駿
東地区レクスポ大会の出場権が
得られます。
市スポーツ祭運営委員会

　993-0303

駿東地域職業訓練センター
５月講座

�●特別教育コース▶伐木作業の
安全衛生講習（中小径木対応）、
アーク溶接特別教育●自主訓練
コース▶造園管理講座●技能講
習コース▶玉掛け技能講習●パ
ソコンコース▶パソコン入門
（ビギナーズコース）、ワード基
礎、ワード活用、エクセル基礎、
エクセル活用、夜間パソコン入
門、夜間ワード基礎、夜間ワー
ド活用、夜間エクセル基礎、夜
間エクセル活用、夜間勘定奉行
で行うパソコン財務会計●カル
チャーコース▶夜間英会話、フ
ラワーアレンジメント、手作り
木綿ぞうり教室、アロマ教室、
絵画教室
駿東地域職業訓練センター

　0550-87-3322

平成 27 年度　市防火標語
火の用心　みんなが町の　消防隊�
� 木村　真悟さん

【幼児をもつ母親学級】
５月12日～７月14日毎週㈭
　９時 30分～ 11時 30分
�市内に住んでいて、１歳～３
歳の幼児がいる母親

【子育てセミナー】
５月 17日～７月５日毎週㈫
　９時 30分～ 11時 30分
�市内に住んでいて、小・中学
生の子どもがいる保護者
　�※性別や年齢、子どもとの続
柄は問いません。

15
2016.4.1



インフォメーション

Information

消費者相談室 Counseling Room

Q 認知症の母が、次々と健康食品の契約をして
いたことが分かった。母に聞いてもよく覚え

ていないと言う。解約できるか。

Ａ 特定商取引法では、訪問販売で日常生活に必
要な量を著しく超える販売（過量販売）がさ

れた場合、解除できるとしています。今回のケース
で、過量に販売されたのであれば契約解除できる場
合があります。
　また、認知症の程度が重ければ判断能力がないと
され、契約が無効となることがあります。ただし、
判断能力の有無は証明が難しく、高齢であるという
だけでは認められないため、簡単に被害を回復でき
ません。判断能力が衰えてきたときは、成年後見制
度の利用を考えてみてください。

消費生活センター　
995-1854

防衛省採用試験
一般幹部候補生

５月 14日㈯
　※飛行要員のみ 15日㈰
�●大卒程度▶平成 29年４月１
日現在、20 歳以上 26 歳未満
の方（22 歳未満は大卒、大卒
見込みを含む）●院卒者程度▶
修士課程を修了した方などで、
平成 29 年４月１日現在、20

歳以上 28歳未満の方
５月６日㈮
�大卒程度と院卒者程度は、併願
できます。
自衛隊三島募集案内所

　989-9111

富士山資料館　第１回
アシタカツツジ講座参加者

　市の花「アシタカツツジ」につ
いての初心者向けの講座（座学）
を開催します。講座終了後は、富
士山資料館敷地内のアシタカツツ
ジを観察します。

５月８日㈰　10時～11時30分�
富士山資料館学習室と敷地内
小学４年生以上の方
30人（先着順）

講師／富士山資料館職員
入 館料／大人 210 円、小・中学
生 100 円
４月 15日㈮～ 30日㈯

富士山資料館　998-1325

口腔ケアで健康寿命を延ばそう
　研究会主催の勉強会で、歯科衛生士の方からよく
かんで食べることの大切さを学びました。よくかむ
だけで次の８つの効果が得られます。
①脳の満腹中枢が働き、食べ過ぎを抑え、代謝活動
が活発になるため体脂肪が減少し、肥満防止につな
がる。②味覚が発達する。③口の周りの筋肉を使う
ことで表情が豊かになる。④脳細胞の血流が良くな
り、認知症予防になる。⑤唾液が分泌されることで
細菌感染を防ぎ、虫歯、歯周病、口臭など口の中の
病気を予防する。⑥唾液中の酵素が食品中の発がん
性物質が発生させる活性酸素を減らし、がんの予防
になる。⑦胃腸の働きを良くする。⑧あごの発育と
ともに脳を刺激し、学力・全身の体力を向上させる。
　かむことは健康への第一歩です。よく噛んで健康
寿命を延ばしましょう。

くらしのダイヤル 消費生活研究会
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Health

４月の健康コーナー 健康推進課

 992-5711

裾野赤十字病院夜間当直医診療科 エイズ検査・肝炎検査

健康相談・教室 健診・教室

来院時のお願い

エイズ検査・Ｂ型肝炎検査・梅毒検査
日（曜日） 時　間
 ５日㈫ 17：00～ 19：45
  12日㈫  9：00～ 11：30
19日㈫ 13：00～ 15：30
27日㈬  9：00～ 11：30

Ｃ型肝炎検査
日（曜日） 時　間
 12日㈫  9：00～ 11：30
27日㈬  9：00～ 11：30

●�急患の方は来院前に必ずお問い合わせください。
●�夜間当直医の診療は一次救急の範囲内ですので、検
査投薬も必要最小限となります。
●�疾患の重症度によっては二次救急への転送もありま
すのでご了承ください。

　個人通知はしません。お申し込みは健
康推進課へ。※は申し込みが不要です。

　個人通知します。対象者で通知が届かない
場合は、ご連絡ください。

事業名 日・受付時間 対象者

乳幼児健康相談※ 11・18・25日㈪
９：00～10：30

身体測定や育児などの
相談を希望する方

母子食事健康相談 25日㈪
13：00～15：00 妊産婦・乳幼児

パパママスクール 28日㈭
13：00～13：30 初妊婦・夫・家族

成人健康相談 18日㈪
13：00～15：00

生活改善に関する相談
を希望する方

成人食事健康相談 11日㈪
13：00～15：00

生活習慣病予防の食事
指導を希望する方

歯や口の健康相談 22日㈮
13：00～15：00

歯や口に関する相談を
希望する方

裾野赤十字病院
992-0008

　予約が必要です。プライバシーは堅く守られます。
ところ／県東部保健所　県東部総合庁舎２階
　　　　（沼津市高島本町1-3）
※エイズ検査の結果は、約１時間30分後に分かります。

県東部保健所 地域医療課
920-2109

事業名 日・受付時間・対象者

６か月児
育児教室

12日㈫　９：00～９：15
平成27年10月生まれの方

１歳６か月児
健康診査

19日㈫　13：15～13：45
平成26年10月生まれの方

２歳児
親子教室（運動）

26日㈫　９：00～９：15
平成26年４・５月生まれの方

２歳６か月児
歯科教室

14日㈭　13：00～13：15
平成25年10月生まれの方

３歳児
健康診査

21日㈭　13：00～13：30
平成25年４月生まれの方

日 月 火 水 木 金 土
1 2
内科 内科

3 4 5 6 7 8 9
外科 内科 内科 内科 内科 整形 ※
10 11 12 13 14 15 16
整形 外科 内科 内科 内科 整形 内科
17 18 19 20 21 22 23
内科 外科 内科 内科 内科 整形 内科
24 25 26 27 28 29 30
内科 外科 内科 内科 内科 内科 内科
※９日㈯は、16時55分まで整形、16時55分から内科
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今月の救急協力医

４月後期の救急協力医

日 内 科 外 科 小児科

16㈯ 望星第一
クリニック 922-0222 柳町 池田病院 986-1212 本宿 大橋内科・

小児科医院 992-2800 佐野

17㈰

今井医院 921-3211 五月町 こんどう
クリニック 925-2420 岡宮

薬袋内科
クリニック 933-0148 徳倉 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

清水館医院 993-2323 茶畑 山本整形外科・
循環器科 989-8111 南一色

18㈪ 村岡内科
クリニック 954-2000 大岡 五十嵐クリニック 934-6700 志下 さくま小児科クリ

ニック 992-6303 茶畑

19㈫ 小林医院 966-7700 今沢 田中クリニック 992-1881 伊豆島田 田中医院 921-2053 高島町

20㈬ 望月内科医院 931-5362 下香貫
　宮脇

おおしろ整形外科
クリニック 976-0027 堂庭 大橋内科・

小児科医院 992-2800 佐野

21㈭ 清流クリニック 941-8688 堂庭 池田病院 986-1212 本宿 西村医院 971-6510 下土狩

22㈮ 杉山医院 972-3223 伏見 関外科胃腸科医院 921-2185 花園町 まるやま
小児科医院 981-8577 堂庭

23㈯ ひがしおか
クリニック 941-8269 柿田 聖隷沼津病院 952-1000 松下 よざ小児科医院 967-5722 原

24㈰

田沢医院 962-1205 大手町 東医院 921-5520 高沢町

きくちクリニック 989-5788 桜堤 さくま小児科
クリニック 992-6303 茶畑

大橋内科・
小児科医院 992-2800 佐野 遠藤クリニック 975-8801 久米田

25㈪ 髙遠内科
クリニック 926-8739 東椎路 田沢医院 962-1205 大手町 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

26㈫ 柿田川医院 973-3601 柿田 ふじわら
クリニック 924-8777 寿町 すずきファミリー

クリニック 960-0333 一本松

27㈬ 境医院 975-8021 竹原 酒井医院 966-1755 今沢 西村医院 971-6510 下土狩

28㈭ 池田病院 986-1212 本宿 池田病院 986-1212 本宿 すずきファミリー
クリニック 960-0333 一本松

診療時間　 平日 17時～ 21時　土曜日 12時～ 18時　日・祝日 ８時～ 18時
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４月後期

日 耳鼻科 ８時～17時 眼 科 ８時～17時 産婦人科 ８時～17時 歯 科 ９時～15時

17㈰ 耳鼻科サイラクリニック
935-1133 市場町　

木村眼科
967-4611　　　 原

聖隷沼津病院
952-1000　　　 松下

米山歯科医院
988-8211　　　 南一色

24㈰ 三島中央病院
971-4133 緑町　　

静岡医療センター
975-2000　　　 長沢

安達産婦人科クリニック
976-0341　　　 寿町

牧野歯科医院
988-1184　　　 下長窪

29㈮ 里和耳鼻咽喉科医院
0545-23-1133　 伝法

中ノ森眼科
921-3217　　　 緑ヶ丘

前川産婦人科クリニック
999-0300　　　 下長窪

せき歯科クリニック
981-2633　　　 的場

清水町　 長泉町　 沼津市　 三島市　 裾野市　 富士市

 沼津夜間救急医療センター 三島メディカルセンター
平 日　20時30分～翌朝７時
土曜日　18時～翌朝７時
日祝日　18時～翌朝７時

平 日　18時～22時
土曜日　14時～21時
日祝日　 ９時～21時

内科・外科・小児科
926-8699

沼津市日の出町1-15

内科・外科・小児科
972-0711

三島市南本町4-31

日 内 科 外 科 小児科

29㈮

稲玉内科
クリニック 991-5111 伏見 駿東整形外科医院 922-8855 高沢町

あそうクリニック 929-7575 筒井町 よざ小児科医院 967-5722 原

高桑医院
岩波診療所 997-0486 岩波 白石医院 951-4593 市道町

30㈯ 沼津リハビリテー
ション病院 931-1911 上香貫

蔓陀ヶ原 池田病院 986-1212 本宿 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

救急協力医は変更になる場合がありますので、事前にお問い合わせください。

救急協力医テレホンサービス 983-0115

●救急協力医の変更／４月３日㈰の産婦人科の救急協力医が変更になりました。
　　　　　　　　　　変更前：静岡医療センター▶変更後：前川産婦人科（999-0300　長泉町下長窪）

19
2016.4.1



発
行
：
裾
野
市
　
編
集
：
企
画
部
戦
略
広
報
課

印
刷
：
株
式
会
社
 耕
文
社

デ
ザ
イ
ン
：
広
告
デ
ザ
イ
ン
事
務
所
 ハ
ピ
ネ
ス
 ア
ン
ド
 フ
リ
ー
ダ
ム

〒
410-1192 静

岡
県
裾
野
市
佐
野
1059

番
地
 TEL 055-995-1802

ｅ
メ
ー
ル
　
kouhou@

city.susono.shizuoka.jp
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
　
http://w

w
w
.city.susono.shizuoka.jp

富士山資料館993-9300 998-1325

2016
年
 
N
o.1308

4
月１

日
号

　奈良時代から、神仏習合の状態が続きました。富
士山信仰でも、冨士浅間大神が祭られ、多くの仏像
も安置されていました。須山村にも浄土宗増上寺末
の天嶽寺がありました。明治維新を迎え、「神仏分
離令」が出されました。右下の「御触面之写」がそ
れにあたるものです。主な内容を紹介します。
○権

ごんげん
現・牛

ご
頭
ず
大王など仏語

をもって神号を称する神社
があるが改めること。
○仏像をもって御神体とす
ることはやめること。また
社前の仏具は取り除くこと。
　右の文書は明治３年 (1870) に渡
辺隼雄から沼津郡政役所へ出された
伺書で、神葬祭と神職による宗門人
別帳の作成を願い出ています。この
動きの中で須山村は神葬祭となり、
天嶽寺も廃寺となりました。

※写真は渡邉家文書

　チケットの先行販売や割引のサービスを受けるこ
とができます。メールで自主公演の情報などを送り
ます。
年会費／1,000円
入 会方法／受付窓口にある入会申込書に、必要事項
を記入し、年間費を添えてお申し込みください。

会 員期間／入会日から
その年度の末日まで

　文化センターが主催するコンサートやイベントの
手伝いをするボランティアスタッフを募集していま
す。市民文化センターへお申し込みください。
活動内容／チケットのもぎり、会場案内、
　保安要員など
対象／コンサートやイベントなどに興味
　のある、18歳以上の方

４月の休館日
４日㈪・11日㈪・18日㈪・25日㈪

公演ボランティアスタッフ募集

アザレア友の会　会員募集 明治維新の宗教政策と須山村

とがきっかけで要約筆記に出会い、平成 11年に要
約筆記者になりました。廣田さんは、パソコンでの
文字入力が得意で、この力が役に立たないかと昨年
4月に要約筆記者になりました。
　要約筆記者になるには、約 90時間もの養成講座
を受講しなければなりません。国語や福祉関係の法
律などの勉強が必要で、２人は「思った以上に難し
く、苦労しました」と口をそろえます。
　「速く、正しく、読みやすく。これが要約筆記の
三原則です」と廣田さん。短文にして、言いたいこ
とをきちんと伝えることが大切。２人は「要約筆記
をするときは、毎回苦労の連続で、満足いくことが
ありません」と言います。少しでも三原則に近づけ
るようにと、努力しているそうです。
　里さんが要約筆記を続けているのは「利用者から
『ありがとう』と言われることが励みになっている
からです」と。利用者の声を聞き、スキルを上げて、
要約筆記者は活動しやすく、利用者は利用しやすく
なることを願っています。
　この事業を多くの皆さんが利用し、耳が不自由な
方も活躍できる場が広がると良いですね。

　当市では、４月から要約筆記者派遣事業が始まり
ます（詳細は９ページへ）。要約筆記は、耳が不自
由な方のために会議や講演会などで、話されたこと
を手書きやパソコンを使って文字にして伝えること
です。
　里さんと廣田さんは、県内で要約筆記者として活
躍しています。里さんは、以前手話をやっていたこ

県登録要約筆記者
里 まゆみさん　（本村下・54歳）〔左〕

廣田 さち子さん（千福が丘・63歳）〔右〕

す。市民文化センターへお申し込みください。


